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茂原市議会臨時会会議録（第１号） 

平成21年11月26日（木）午後１時30分 開会 

○議長（常泉健一君） ただいまから平成21年第２回臨時会を開会します。 

 現在の出席議員は25名であります。したがいまして、定足数に達し会議は成立しました。 

                ☆            ☆              

午後１時30分 開議 

○議長（常泉健一君） 直ちに本日の会議を開きます。 

                ☆            ☆              

議会運営委員会委員長の報告 

○議長（常泉健一君） 最初に、今臨時会の運営につき、閉会中に議会運営委員会を開会し、

種々協議を行いましたので、その内容について議会運営委員会委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 伊藤すすむ君。 

（議会運営運営委員会委員長 伊藤すすむ君登壇） 

○議会運営運営委員会委員長（伊藤すすむ君） 議会運営委員会の報告を申し上げます。 

 本委員会は、去る11月10日に招集告示されました平成21年第２回臨時会の運営につき、昨日、

委員会を開き、種々協議いたしましたので、その内容について報告いたし、皆様方の御協力を

お願いするものでございます。 

 最初に、会期については、今臨時会の付議事件であります議案の内容を勘案し、本日１日と

することといたします。 

 まず、会議録署名議員の指名、会期の決定に続いて、議案第１号から第４号までの上程説明

並びに総括審議を議題といたします。議案の委員会付託につきましては、議案の内容から省略

することといたします。 

 市長から提案理由の説明を行った後、議案調査のため休憩をとり、再開後、議案に対する質

疑を行い、討論・採決を行うことといたしました。 

 以上が、今定例会の運営に関する協議決定事項でありますが、運営上、新たな問題が生じた

際は、議会運営委員会において協議の上、処理していくことといたしました。議員皆様方の御

理解、御協力を重ねてお願い申し上げまして、報告を終わります。 

○議長（常泉健一君） 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

                ☆            ☆              
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諸 般 の 報 告 

○議長（常泉健一君） 次に、本日招集されました臨時会のため、市長並びに関係行政機関に

出席を求めたところ、お手元に配付してあるとおり出席報告がありました。 

                ☆            ☆              

議 事 日 程 

○議長（常泉健一君） 本日の議事日程は、既にお手元に配付してありますので、それにより

御了承願います。 

                ☆            ☆              

会議録署名議員の指名 

○議長（常泉健一君） それでは、これより議事日程に基づき議事に入ります。 

 議事日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本件については、会議規則第81条の規定により、議長から指名します。 

 会議録署名議員に 

   11番 ますだ よしお 君 

   12番 田 丸 たけ子 君 

の２名を指名します。 

                ☆            ☆             

会 期 の 決 定 

○議長（常泉健一君） 次に、議事日程第２「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。今臨時会の会期は、議会運営委員会の協議に基づき、本日１日としたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（常泉健一君） 御異議ないものと認めます。したがいまして、会期は本日１日とする

ことと決定しました。 

                ☆            ☆              

議 長 の 報 告 

○議長（常泉健一君） ここで報告します。本日、市長から今臨時会に提出するための議案の

送付があり、これを受理しお手元に配付しました。また、地方自治法第180条第１項の規定に

より、市長において専決処分することができる事項として指定した損害賠償の決定及び和解に

関することについて専決処分した旨の報告があり、同じくお手元に配付しました。 
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                ☆            ☆              

議案第１号から第４号までの上程説明並びに総括審議 

○議長（常泉健一君） 次に、議事日程第３「議案第１号から第４号までの上程説明並びに総

括審議」を議題とします。 

 議案の上程については、議案４件を一括上程します。 

 市長から提案理由の説明を求めます。市長 田中豊彦君。 

（市長 田中豊彦君登壇） 

○市長（田中豊彦君） 本日、平成21年茂原市議会第２回臨時会を開会することになりました。

おかげさまをもちまして、平成20年度決算にかかわる決算審査特別委員会も終了したところで

ありますが、議員各位におかれましては、12月の議会を控えておるところ、大変お忙しい中、

まことに御苦労さまでございます。 

 本日御提案申し上げます案件は、議案４件でございます。 

 議案第１号から第３号につきましては、本市の一般職職員の期末勤勉手当の支給割合を引き

下げることに伴い、議会の議員及び特別職の職員の期末手当並びに教育長の期末勤勉手当につ

いても、これに準じた引き下げを行うため、それぞれ所要の改正をしようとするものでござい

ます。 

 次に、第４号につきましては、国家公務員及び千葉県職員の給与改定の状況にかんがみ、本

市におきましても、一般職の職員の給与及び期末勤勉手当について所要の改正をしようとする

ものでございます。 

 以上、概要について申し上げましたが、詳細につきましてはそれぞれ担当部長から説明させ

ますので、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げる次第であります。よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（常泉健一君） 総務部長 松本文雄君。 

（総務部長 松本文雄君登壇） 

○総務部長（松本文雄君） 議案第１号から第４号までについて御説明を申し上げます。よろ

しくお願いします。 

 まず、議案第１号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」及び議案第２号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」あわせて御説明申し上げます。 

 本２案は、国家公務員及び千葉県職員の給与改定に準じ、本市の一般職職員の期末勤勉手当
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の支給割合を引き下げることに伴い、議会の議員及び特別職の職員の期末手当についても、こ

れに準じた引き下げを行うため、所要の改正をといたそうとするものでございます。 

 改正の１点目ですが、平成21年度において年間支給割合が4.35か月分であるものを独自削減

分の0.2か月を含み0.35か月分引き下げ、４か月分に改正するものであります。 

 なお、本年度におきましては、既に６月に2.1か月分の支給がされておりますので、12月の

支給割合を1.9か月分に改正し、年間支給割合を4.0か月分に改正しようとするものであります。 

 改正の２点目でございますが、平成22年度以降の期末手当の支給割合について、年間支給割

合は４か月のまま、６月期を1.9か月分に、12月期を2.1か月分にそれぞれ改正しようとするも

のであります。 

 次に、議案第３号「茂原市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」ですが、本案は、同じく国家公務員及び千葉県職員の給与改定に準じ、教育長の期末勤勉

手当につきましても、これに準じた引き下げを行うため、所要の改正をいたそうとするもので

あります。 

 改正の１点目ですが、平成21年度において、年間支給割合が4.4か月であるものを、一般職

の職員の年間引き下げ分と同様に独自削減の0.2か月分を含み0.35か月分を引き下げ、4.05か

月分に改正するものであります。 

 なお、本年度におきましては、既に６月に期末手当1.4か月分、勤勉手当0.7か月分の合計

2.1か月分の支給がされておりますので、12月の支給割合を期末手当1.35か月分、勤勉手当0.6

か月分に改正し、年間支給割合を4.05か月分にするものであります。 

 改正の２点目でありますが、平成22年度以降の期末勤勉手当の支給割合について、年間支給

割合は平成21年度と同じく4.05か月分のまま、６月期を期末手当1.25か月分、勤勉手当0.65か

月分、合計1.9か月分に改め、12月期を期末手当1.5か月分、勤勉手当0.65か月分、合計2.15か

月分に改正するものであります。 

 次に、議案第４号「茂原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」御説明申し上げます。 

 本案は、国家公務員及び千葉県職員の給与改定の状況にかんがみ、本市におきましても一般

職職員の給与について、これらに準じた改正をいたそうとするものであります。 

 改正の１点目でございますが、給料表の改正に伴い、１級職から３級職の一部である若年層

を除き、給料月額の引き下げをいたします。これにより、平均でマイナス0.18％、給料月額

610円の引き下げとなります。 
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 改正の２点目でございますが、平成21年度に支給する期末勤勉手当の支給割合の引き下げを

行うものであります。具体的には、年間支給割合が4.5か月分であるものを独自削減の0.2か月

分を含み0.35か月分引き下げて4.15か月分に改正いたします。 

 なお、本年度においては、既に６月に期末手当1.4か月分、勤勉手当0.75か月分、合計2.15

か月分の支給がされておりますので、12月の支給割合を期末手当1.35か月分、勤勉手当0.65か

月分、合計2.00か月分に改正いたします。 

 改正の３点目でございますが、平成22年度以降の期末勤勉手当の支給割合について、年間支

給割合は平成21年度と同じく4.15か月分のまま、６月と12月の支給配分を国及び県に準じて改

正するものであります。６月期を期末手当1.25か月分、勤勉手当0.7か月分、合計６月期は

1.95か月分に改め、12月期を期末手当1.5か月分、勤勉手当0.7か月分、合計2.2か月分に改正

いたそうとするものであります。 

 以上、よろしく御審議の上、御可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（常泉健一君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。 

午後１時42分 休憩 

                ☆            ☆              

午後１時58分 開議 

○議長（常泉健一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑に入ります。 

 最初に、議案第１号についての質疑を許します。 

 平ゆき子議員。 

○９番（平ゆき子君） 議案第１号から４号まで給与関係ですので、あわせてここで３点ほど

お伺いをしたいと思います。 

 １つは、今回の給与改定によって市の財政の全体的な影響額、これがどれくらいになるのか

がお伺いしたい。また、特別職、教育長、議員、一般職とそれぞれ分けてまた具体的にお伺い

をしたいことが、これが１点目です。 

 ２点目は、今回のこの給与改定、どういう職員に影響があり、また、１人あたりどれくらい

の引き下げとなるのか、これもまた具体的にお伺いをしたいと思います。 

 ３点目は、この賃金引き下げ、これについて、職員組合との交渉、その経過と結果について

お伺いをしたい。 
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 以上、３点、お願いいたします。 

○議長（常泉健一君） ただいまの平ゆき子議員の質疑に対し当局の答弁を求めます。 

 総務部次長 中山 茂君。 

○総務部次長（中山 茂君） それでは、ただいまの平議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 大きく３点ございました。このたびの人事院勧告に基づく給与改定の実施による影響額はと

の御質問でございますが、平成21年度における影響額につきましては、総額で4120万円余が減

額となります。内訳でございますが、まず議員分といたしましては158万円、特別職及び教育

長分としましては30万円、一般職員分で3932万円余でございます。 

 次に、２点目でございます。どのような職員に影響があり、また１人あたりどれくらいの引

き下げになるのか、具体的に示してくれということでございますが、今回の改定に伴いまして、

給料表の改定部分につきましては、初任給を中心とした若年層、おおむね30歳未満の職員でご

ざいますが、これを除く全職員が給料月額の引き下げ対象となっております。１人あたりの引

き下げ額でございますが、平均で月額610円の引き下げ、最高で月額1300円の引き下げとなり

ます。また、期末勤勉手当でございますが、支給割合の引き下げにつきましては、若年層を含

むすべての職員を対象としております。１人あたりの引き下げ額でございますが、平均で５万

1389円の引き下げとなります。 

 次に、３点目の御質問でございます。今回の改定につきまして、職員組合との交渉はどうだ

ったのかとの御質問でございますが、今回の改定の実施にあたりましては、職員組合と三度の

交渉を行ってまいりました。まず10月16日に行った職員課長交渉をはじめとし、11月２日に総

務部長交渉、11月16日には市長・副市長交渉を行いました結果、11月20日に本条例改正案の内

容で合意をしたところでございます。 

 なお、職員組合との合意内容につきましては、本臨時会において御審議いただく給料表の改

定及び期末勤勉手当の支給割合の引き下げ改定のほかに、現在独自削減をしております地域手

当の一部を復元し、支給率について、平成22年１月から0.5％を引き上げまして2.5％とする内

容も含まれております。この地域手当につきましては、茂原市職員の給与の支給に関する規則

におきまして規定をされている事項でございますので、今後規則改正により対応してまいりた

いと考えております。以上でございます。 

○議長（常泉健一君） 再質問ありますか。 

 平ゆき子議員。 
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○９番（平ゆき子君） １点ほど。今回の給与改定によって、30代前の方というんですか、そ

ういう若年の方には一応配慮されているというようなことなんですが、教育費や家のローンな

ど大変なことだと思いますが、こうした給与引き下げは職員のどういう部分に影響が出てくる

のか、これをお伺いしたいと思います。 

○議長（常泉健一君） 再質問に対し当局の答弁を求めます。 

 総務部次長 中山 茂君。 

○総務部次長（中山 茂君） 職員のどういう部分に影響がという御質問でございますけれど

も、まず１点目といたしましては、退職手当への影響が考えられます。次に２点目といたしま

しては、退職後の年金受給額への影響が考えられるところでございます。以上でございます。 

○議長（常泉健一君） 平議員の質問は規定の回数に達しました。さらに質問ありますか。よ

ろしいですか。 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（常泉健一君） なければ、次に、議案第２号についての質疑を許します。ありません

か。 

（「なし」との声あり） 

○議長（常泉健一君） なければ、次に、議案第３号についての質疑を許します。ありません

か。 

（「なし」との声あり） 

○議長（常泉健一君） なければ、次に、議案第４号についての質疑を許します。ありません

か。 

（「なし」との声あり） 

○議長（常泉健一君） なければ、質疑を終結します。 

 ここでお諮りします。ただいま議題となっております議案第１号から第４号については、会

議規則第37条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（常泉健一君） 御異議ないものと認めます。したがいまして、議案第１号から第４号

については委員会付託を省略することと決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 反対討論の通告がありますので、これを許します。平ゆき子議員。 
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（９番 平ゆき子君登壇） 

○９番（平ゆき子君） 日本共産党を代表しまして、反対討論を行います。 

 反対する案件は、議案第４号、茂原市職員の給与に関する条例の制定について反対をし、そ

の理由を述べます。 

 今回の一般職員の給与改定は、人事院勧告に基づく賃金の引き下げを強行するものです。基

本給に関しては、若年層には配慮して１級から３級については引き下げないとはいえ、期末勤

勉手当を合わせると１人あたり年平均５万9000円の賃下げとなるだけでなく、本給引き下げは

退職金や年金にも影響します。 

 この間に行われてきた市独自の財政健全化による賃金引き下げも続き、職員の生活をさらに

悪化させることになります。公務員であれ、民間であれ、賃金の引き下げは労働者とその家族

の生活にとって重大な影響をもたらすだけでなく、地域経済に与える打撃も深刻です。むろん、

茂原市の市税収入減につながり、財政悪化に拍車がかかることになるのではないでしょうか。 

 さらに、こうした賃金引き下げは、民間も、公務員も一層の賃下げとなる悪循環を招くこと

になります。現に今、日本経済に起きているデフレ減少は、労働者の賃金が1992年の金額に戻

っており、懐が寂しいからものを買えない、売れないから値段を下げる、値段を下げても利益

を上げるために賃金を下げる、さらに購買力が下がり経済が冷え込むという悪循環に陥るなど、

国民の所得低下に起因しています。この人事院勧告は、本来労働者に保障されている団結権、

団体交渉権、ストライキなど、労働基本権を奪われた代償措置として、公務員労働者の利益を

守る役割を担っています。 

 ところが、2002年に小泉内閣が打ち出した総人件費抑制政策が、本来中立であるべき人事院

にも押しつけられ、それ以降は賃金引き下げの旗振り役となり、この制度そのものの存在意義

が厳しく問われるものです。今必要なことは、雇用破壊が広がった規制緩和路線を見直し、雇

用を守るルールある経済社会の実現と５兆円規模に膨れ上がった軍事費の大幅削減、不要不急

の大型公共事業の中止、延期など、さらに大企業に、能力に応じた適切な負担を求めることで

日本経済を立て直し、市民の暮らし、応援する方向に切り換えることです。 

 こうしたことから、市職員の生活を守り、地域経済や市財政の立て直しを図るためにも、本

議案に反対するものです。 

 以上で討論といたします。 

○議長（常泉健一君） 他に討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（常泉健一君） なければ、討論を終結します。 

 これより採決に入ります。 

 最初に、議案第１号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（常泉健一君） 起立全員と認めます。したがいまして、議案第１号は可決されました。 

 次に、議案第２号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（常泉健一君） 起立全員と認めます。したがいまして、議案第２号は可決されました。 

 次に、議案第３号「茂原市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（常泉健一君） 起立全員と認めます。したがいまして、議案第３号は可決されました。 

 次に、議案第４号「茂原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（常泉健一君） 起立多数と認めます。したがいまして、議案第４号は可決されました。 

 以上で、今臨時会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。 

 お諮りします。会議録の調製にあたり、字句、数字、その他整理を要するものについては議

長に一任されたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（常泉健一君） 御異議ないものと認めます。 

 したがいまして、そのように決定しました。 

                ☆            ☆              

○本日の会議要綱  

   １．会議録署名議員の指名 

   ２．会期の決定 

   ３．議案第１号から第４号までの上程説明並びに総括審議 
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副議長  深 山 和 夫 君 

      １番  飯 尾   暁 君   ２番  前 田 正 志 君 

      ３番  矢 部 義 明 君   ４番  金 坂 道 人 君 

      ５番  中 山 和 夫 君   ６番  山 田 きよし 君 

      ７番  細 谷 菜穂子 君   ８番  森 川 雅 之 君 

      ９番  平   ゆき子 君   10番  鈴 木 敏 文 君 

      11番  まずだ よしお 君   12番  田 丸 たけ子 君 
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      24番  市 原 健 二 君   25番  田 辺 正 和 君 

      26番  金 澤 武 夫 君 

                ☆            ☆              

○欠 席 議 員 

      19番  三 橋 弘 明 君 

                ☆            ☆              
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健 康 福 祉 部 長 古 山   剛 君  経 済 部 長 川 﨑 清 一 君
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（総務課長事務取扱）

 中 山   茂 君  企 画 財 政 部 次 長
（市民税課長事務取扱）

 片 岡   繁 君

企 画 財 政 部 次 長
（ 財 政 課 長 事 務 取 扱 ）

 今 関 正 男 君  市 民 環 境 部 次 長
（生活課長事務取扱）

 渡 邉 輝 夫 君

健 康 福 祉 部 次 長
（社会福祉課長事務取扱）

 大 野 博 志 君  経 済 部 次 長
(商工観光課長事務取扱・
 中心市街地活性化担当）

 山 﨑 春 雄 君

都 市 建 設 部 次 長
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 （庶務係長事務取扱） 
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                ☆            ☆              

○議長（常泉健一君） これをもちまして、平成21年茂原市議会第２回臨時会を閉会します。

御苦労さまでした。 

午後２時12分 閉会 

                ☆            ☆              

地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 
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